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自動車損害賠償責任保険 

後遺障害認定等級に対する異議申立書 

 

                         令和５年  

 

 

損害保険料率算出機構 御中 

 

 

              〒453-0015               
名古屋市中村区椿町 7-20 恒川ビル 5 階 
にわ法律事務所            
弁護士  丹   羽   洋   典 
電話 052-459-5515 ﾌｧｯｸｽ 052-459-5516 

 

 

 

過日、貴機構より通知がなされた下記被害者の後遺障害の等級認定結果について

次のとおり異議申立をいたします。 

 

保 険 者  

証明書番号  

事 故 日 時 令和３年  

発 生 場 所 愛知県  

 

加 害 者 氏 名  
じ

 

      住 所 名古屋市  

   

被 害 者 氏 名    

住 所   
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異議申立の趣旨 

被害者の本件事故による後遺障害のうち、右眼下の線条痕については自賠法施行

令別表第ニ第１２級１４号に該当し、恥座骨部痛については同１２級１３号に、右

下眼瞼部の痙攣、腰部痛については同１４級９号にそれぞれ該当し、併合１１級に

なる。 

との判断を求める。 

 

異議申立の理由 

第１ 等級認定結果について 

  貴機構作成令和４年 付「後遺障害等級認定票」によれば、被害者

の腰部痛等、左恥座骨部痛、右眼のけいれんの各症状につき、いずれも後遺障

害等級非該当と判断された（以下「認定結果」という）。 

 しかし、以下に詳述するとおり、被害者の各症状は、画像所見により症状を

証明することが可能であり、また、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・

一貫性が認められ、説明可能な症状であり、単なる故意の誇張ではないと医学

的に推定されるものといえ、いずれも明らかに自動車損害賠償保障法上の後遺

障害に該当する。 

 

第２ 事故態様及び受傷機転について 

   添付した「交通事故の写真」のとおり、被害者は、本件事故現場高速道路上

で、同僚が運転する普通乗用車の助手席に乗車していたところ、加害者運転自

家用準中型貨物自動車から追突を受け、その反動で前車の大型バスに追突した

との玉突き事故が生じた。 
 被害車両は前・後部、右側部を大破し、被害者は右肺挫傷、右眼窩底及び左

恥座骨骨折、右肩挫傷、腰部挫傷等の重篤な症状を負った。 
    
第３ 被害者の自覚症状（以下「本件各症状」という。後遺障害診断書、報告書） 
   被害者は、１６日間の入院及び１年間に及ぶ通院加療を続けたが、令和４年

の症状固定後も以下の症状が残存した。 
 １(1) 右眼下の長さ３９ｍｍに及ぶ白色線条痕 

(2) 右眼瞼部のけいれん 
２ 左恥座骨痛 
３ 腰部痛 
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第４ 他覚的所見について 
 １ 右眼部の症状について 
  (1) 下記画像は令和３ 病院で撮影された被害者の頭部Ｃ

Ｔ画像を抜粋したものであるが、被害者の右眼窩下縁から底部にかけての明

らかな骨折が認められる。 

  

    これに対し、同院で同日骨折部の整復固定術が実施された。 

(2) 醜状障害 

令和５年 病院形成外科作成自賠責後遺障害診断書の

とおり、被害者の右下眼瞼部に手術時の切開による長さ３９ｍｍ幅１ｍｍの

白色線条痕が残存しているところ、これは顔面部に人目につく長さ３ｃｍ以

上の線条痕であり、「外貌に醜状を残すもの」といえる。 

  (3) 右下眼瞼部の痙攣について 
被害者は本件事故による衝撃もしくは手術時の切開により顔面神経を損 

傷し、右下瞼部の痙攣が生じていると考えられる。 
２ 左恥座骨部の痛みについて 

  (1) 下記画像は令和３年 病院で撮影された被害者の股関節部 

のＣＴ画像を抜粋したものであるが、被害者の左腸恥隆起付近及び左恥骨下

枝の２か所に骨折が生じている。 
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故の重篤性や被害者が骨盤部を２か所骨折したとの受傷機転も併せ考えれば、

被害者の腰部痛は、将来において回復困難と考えられる。 

 

 第５ 結論 
    以上のとおり、被害者の残存症状のうち、右眼下の長さ３９ｍｍに及ぶ白

色線条痕は「外貌に醜状を残すもの」として自賠法施行令別表第二第１２

級１４号に該当し、右眼瞼部のけいれん及び左恥座骨痛については、画像

上明らかな骨折後の症状である点で、画像所見によりこれを裏付けること

が可能であり、また、腰部痛についても受傷機転や受傷当初からの訴え及

び通院加療経過の一貫性・連続性が認められるのであるから、本件各症状

は、医学的に証明もしくは説明可能な症状である。 

そして、本件事故後、２年以上が経過した現在においても各症状は残存

しており、かつ、主治医もそれぞれ「症状固定」と診断していることか

ら、本件各症状は、将来において回復困難と考えられ、申立ての趣旨のと

おりの後遺障害に該当する。 
       以上 




